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２．事業の目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
• 吉野川の中・上流域は地形・地質的に崩壊しやすいことから土砂生産が多く、洪水時には、資産の多い吉野川下流域において、土砂流出による河床上昇等の影響があ

る。
• 直轄砂防区域は、急峻な地形の中山間地域が大半を占め、活発な土砂生産源に近接して集落が多く分布しており、土砂災害に伴う人的被害が発生する可能性が高い。
• 直轄砂防区域の大部分を占める中山間地域では、少子高齢化が進行し地域防災力が低下している。
• 中山間地域では、生活道路の迂回路がなく被災時は孤立化が発生する危険性が高い。
• 上流域には、四国の重要な水がめである早明浦ダムがあり、山腹崩壊等が生じると濁水の長期化問題やダム堆砂など、貯水池機能へ大きな影響が及ぶ。
＜事業の目的＞
• 吉野川中・上流域からの土砂の異常流出を軽減し、下流河川の河床上昇を抑えることによる氾濫被害の軽減
• 直轄砂防事業区域内における土石流による人的被害、家屋や公共施設の被害、田畑の埋没・流失などの被害軽減
• 吉野川本川上流においては、渓流からの土砂流出を抑制することにより四国の水がめである早明浦ダム貯水池機能を保全
＜達成すべき目標＞
• 吉野川下流（砂防基準点（池田）下流）へ流出する土砂量を、約1,300千m3抑制する。
• 市町村役場、支所と周辺地域及び防災上重要な基幹集落（合わせて24箇所）の保全を優先して砂防施設の整備を進めるとともに、地域の主要な交通網、生活道路（孤

立化対応）等を保全するため、砂防施設を整備する。
• 早明浦ダム貯水池保全のため砂防施設を整備する。（約400千ｍ3の土砂流出を抑止）

（約1,300千m3＋約400千m3＝約1,700千m3抑制････土砂整備率を約10％向上させる）

吉野川水系直轄砂防事業 （１／２）

１．直轄砂防事業区域の概要

• 流域面積 ： 1,038km2 （吉野川全体3,750km2）
• 年平均降雨量 ： 約1,400mm（池田）、約2,600mm（本山） （1981年～2010年の平均）
• 流域の主な産業 ： 下流域では農業、上流域では林業
• 直轄砂防事業区域人口： 約3.1万人（徳島県三好市、高知県大豊町、本山町、土佐町、大川村、いの町）
• 想定氾濫区域内人口 ： 約55万人（徳島県徳島市、阿波市など、5市8町）
• 流域特性 ：吉野川流域は急峻な山地が連なり河床勾配も急であるなど、多量の土砂が流出しやすい地形

条件を呈している。また、地質は中央構造線など大規模な構造線が東西に走り、構造線の影響の
ため複雑かつ脆弱であることから、崩壊や地すべりなど土砂生産が非常に活発である。中でも吉
野川中流域の南小川、祖谷川流域などは全国でも有数の地すべり・崩壊の多発地となっている。
また、これらの地域では梅雨前線や台風の影響で、日本でも有数の多雨地域となっており、地形・
地質の条件とあわせ、土石流や地すべりなどの土砂災害が毎年のように発生している。

３．事業諸元

• 吉野川直轄砂防事業は昭和40年の災害を契機として昭和46年度から着手された。

• 30年間の事業計画（中期計画）を平成22年度末に策定し、その計画に基づき事業を実施している。
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整備対象土砂量 約1,700千m3（吉野川全体で流出を抑制する必要のある土砂量の約10％）

整備期間 平成23年度～平成52年度（30年間）

事業費 約879億円（整備費用のみ）

整備内容 砂防堰堤の設置：155基 渓流保全工の設置：3箇所 山腹工の設置：5箇所（継続事業含む）

※土砂整備率：流出を抑制する必要がある土砂量のうち、
砂防施設により抑制された分の割合

吉野川概要図

中期計画着手時 約23％（3,900千m3/17,200千m3)

中期計画整備量 約1,700千m3

中期計画完了時 約33％（5,600千m3/17,200千m3)

＜土砂整備率＞

＜事業概要＞



７．事業の進捗状況
• 整備目標（土砂整備率）:約23％〔事業実施前〕 → 約33％〔事業実施後〕
• 平成52年度の中期目標達成に向けて事業を推進中
• 前回評価時以降（平成25～平成27年度）に、砂防施設9基が完成（和田谷川右支渓堰堤、南野

山西谷本川堰堤、南野山西谷支川堰堤、坂本中川堰堤、坂本北川堰堤、愛宕谷堰堤、第３久
保谷上川堰堤、川崎床固工、須磨野谷堰堤）さらに41箇所が施工中

【中期計画着手以降では15箇所完成】

５．事業の投資効果（前回(H25年度)費用対効果分析）
• 総便益※1 ：事業全体 643.6億円 残事業 536.8億円
• 総費用※2 ：事業全体 576.7億円 残事業 484.7億円
• 費用便益比 ：事業全体 1.1 残事業 1.1

４．事業を巡る社会経済情勢等の変化

• 想定氾濫区域の市町村人口は減少傾向にあるが、徳島県全体の約7割が生活しており社会
的にも経済的にも重要な地域である。人口減少にもかかわらず世帯数は増加し、想定氾濫
区域内における新たな住宅建設が進められるなど、保全の必要性は高い。

• 直轄砂防区域内の市町村では、人口減少、高齢化の進行とあわせて過疎化が大きな社会
問題となっている。過疎化により地域で生活する方の多くが要配慮者となっており、地域防
災力の低下が懸念され、地域の安全・安心の確保が重要な課題となっている。

吉野川水系直轄砂防事業（２／２）

※1 金額は、事業完了後50年間の便益額として現在価値化した数値
※2 基準年(H25)における現在価値化した数値

８．地域から頂いた主な意見等
• 地元地方公共団体等からの直轄砂防事業推進への強い要望

10．対応方針（原案）
• 事業継続 2/5

６．被害指標の分析（貨幣換算が困難な効果等）
＜80年確率規模降雨に伴う土砂・洪水氾濫が発生した場合＞
• 浸水区域内の人口(池田～岩津) 約740人[事業実施前] → 約60人[事業実施後]

• 浸水区域内の要配慮者数(池田～岩津) 約290人[事業実施前] → 約20人[事業実施後]

施設配置計画図 吉野川上流域

吉野川中流域

９．県知事の意見
【徳島県】「吉野川水系」の直轄砂防事業を継続するという「対応方針（原案）」案については、異

議ありません。

【高知県】事業継続に異議ありません。
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単位：人

事業実施により

ほぼ解消

○被害指標の分析（貨幣換算が困難な効果等）

・浸水区域内の人口：中期計画完了により80年確率規模

（２日雨量）までの被害がほぼ解消（池田～岩津）

・浸水区域内の要配慮者数：中期計画完了により80年確率

規模（2日雨量）までの被害がほぼ解消（池田～岩津）

事業実施により

ほぼ解消

治水基準点(岩津)
中期計画着手時の浸水区域
（池田～岩津：100年確率規模）

浸水深

砂防基準点(池田)

単位：人

浸水区域内人口(池田～岩津)
80年確率規模

浸水区域内要配慮者数(池田～岩津)
80年確率規模

【拡大図】中期計画着手時
80年確率規模

【拡大図】中期計画着手時
80年確率規模

【拡大図】中期計画完了時
80年確率規模

【拡大図】中期計画完了時
80年確率規模

事業
実施

事業実施に伴い、破堤箇所（×印）

4箇所のうち3箇所の被害が解消

 凡例 

機能低下する医療施設 

機能低下する社会福祉施設 

機能低下する防災拠点 

浸水する区間 

主要な道路 

30cm 未満 

30   50cm 

50   100cm 

100   200cm 

200   300cm 

浸水深

中期計画着手時の浸水区域
（池田～岩津：80年確率規模）

砂防基準点(池田)

治水基準点(岩津)

 凡例 

機能低下する医療施設 

機能低下する社会福祉施設 

機能低下する防災拠点 

浸水する区間 

主要な道路 

30cm 未満 

30   50cm 

50   100cm 

100   200cm 

200   300cm 

浸水深

事業実施による被害軽減効果〔試行〕

約740

約60 約20

約290
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の

高
齢

化
の

進
行

が
大

き
な

社
会

問
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
地

域
防

災
力

の
低

下
が

懸
念

さ
れ

、
地

域
の

安
全

・
安

心
の

確
保

が
重

要
な

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
・
祖

谷
川

流
域

に
は

、
日

本
三

大
奇

橋
の

一
つ

で
あ

る
「祖

谷
の

か
ず

ら
橋

」が
あ

り
、

徳
島

県
西

部
の

観
光

拠
点

と
な

っ
て

い
る

。
三

好
市

は
、

こ
れ

ら
の

観
光

資
源

を
利

用
し

た
地

域
づ

く
り

を
行

っ
て

お
り

、
平

成
2
5
年

度
に

は
「
に

し
阿

波
～

剣
山

・
吉

野
川

観
光

圏
」と

し
て

認
定

さ
れ

る
な

ど
、

観
光

は
地

域
の

重
要

な
産

業
と

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
吉

野
川

上
流

域
に

は
、

豊
か

な
自

然
環

境
が

残
さ

れ
て

お
り

、
登

山
や

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

を
目

的
と

し
た

観
光

資
源

と
な

っ
て

い
る

。

事
業

の
進

捗
状

況
・
吉

野
川

水
系

に
お

け
る

直
轄

砂
防

事
業

は
、

昭
和

46
年

度
か

ら
事

業
に

着
手

し
、

平
成

22
年

度
末

時
点

で
18

9
施

設
が

完
成

し
て

お
り

、
流

出
を

抑
制

す
る

必
要

が
あ

る
土

砂
量

に
対

し
て

約
2
3
%の

整
備

率
と

な
っ

て
い

る
。

・
目

標
達

成
に

向
け

て
、

3
0
年

間
で

砂
防

施
設

1
63

箇
所

の
整

備
を

予
定

し
て

お
り

、
そ

の
う

ち
5
年

で
15

箇
所

が
完

成
。

対
応

方
針

理
由

事
業

の
必

要
性

、
事

業
進

捗
の

見
込

み
、

コ
ス

ト
縮

減
、

代
替

案
立

案
の

可
能

性
等

、
総

合
的

な
判

断
に

よ
る

。

そ
の

他

＜
第

三
者

委
員

会
の

意
見

・反
映

内
容

＞
＜

都
道

府
県

の
意

見
・反

映
内

容
＞

徳
島

県
知

事
意

見
：　

「
吉

野
川

水
系

」
の

直
轄

砂
防

事
業

を
継

続
す

る
と

い
う

「対
応

方
針

（
原

案
）
」
案

に
つ

い
て

は
、

異
議

あ
り

ま
せ

ん
。

　
吉

野
川

中
・
上

流
域

は
、

そ
の

地
形

・地
質

的
に

崩
壊

し
や

す
く
、

土
砂

が
多

く
生

産
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
ら

が
下

流
に

流
出

す
れ

ば
、

本
県

の
社

会
・
経

済
活

動
が

集
中

す
る

吉
野

川
下

流
域

に
お

い
て

河
床

が
上

昇
し

、
氾

濫
等

に
よ

り
多

大
な

被
害

を
及

ぼ
す

恐
れ

が
あ

り
ま

す
。

　
ま

た
、

吉
野

川
中

・
上

流
域

で
は

、
活

発
な

土
砂

生
産

源
に

近
接

し
て

、
集

落
が

多
く
分

布
し

て
お

り
、

土
砂

災
害

に
伴

う
人

的
被

害
や

、
孤

立
が

発
生

す
る

可
能

性
が

高
く
な

っ
て

い
ま

す
。

　
こ

の
こ

と
か

ら
、

引
き

続
き

事
業

の
計

画
的

な
推

進
を

お
願

い
す

る
と

と
も

に
、

更
な

る
事

業
の

重
点

的
、

集
中

的
な

取
り

組
み

を
行

い
、

安
全

で
安

心
な

県
民

生
活

を
確

保
す

る
強

靱
な

県
土

づ
く
り

を
お

願
い

し
ま

す
。

高
知

県
知

事
意

見
：事

業
継

続
に

異
議

あ
り

ま
せ

ん
。

　
吉

野
川

中
・
上

流
域

は
土

砂
災

害
の

危
険

性
が

あ
る

箇
所

が
多

く
、

人
的

被
害

及
び

家
屋

や
公

共
施

設
が

被
災

す
る

可
能

性
が

高
い

こ
と

、
ま

た
、

道
路

が
被

災
す

る
こ

と
に

よ
る

孤
立

化
の

懸
念

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

国
に

お
い

て
は

、
中

山
間

地
域

に
お

け
る

地
域

住
民

の
安

全
・安

心
の

確
保

の
た

め
、

よ
り

一
層

の
事

業
推

進
を

お
願

い
し

ま
す

。

事
業

の
進

捗
の

見
込

み

直
轄

砂
防

事
業

区
域

内
の

市
町

村
で

は
、

地
域

住
民

の
安

全
・安

心
の

確
保

の
た

め
直

轄
砂

防
事

業
は

不
可

欠
と

し
て

、
関

連
す

る
市

町
村

長
ら

を
中

心
に

「
四

国
直

轄
（
吉

野
川

・
重

信
川

・奈
半

利
川

）
砂

防
事

業
促

進
期

成
同

盟
会

」
が

組
織

さ
れ

、
事

業
推

進
を

強
く
要

望
し

て
い

る
。

ま
た

四
国

４
県

の
市

町
村

議
会

議
員

か
ら

な
る

「
四

国
土

砂
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
議

員
連

盟
」
か

ら
も

同
様

に
要

望
が

な
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

地
域

住
民

に
お

い
て

も
過

去
に

幾
度

と
な

く
土

砂
災

害
を

経
験

し
、

砂
防

事
業

の
必

要
性

を
良

く
理

解
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
事

業
に

協
力

的
で

、
現

在
ま

で
に

大
き

な
ト

ラ
ブ

ル
も

な
く
順

調
に

事
業

が
進

捗
し

て
い

る
。

コ
ス

ト
縮

減
や

代
替

案
立

案
等

の
可

能
性

・
建

設
発

生
土

の
有

効
活

用
（
砂

防
ソ

イ
ル

セ
メ

ン
ト

工
法

）等
に

よ
り

、
コ

ス
ト

縮
減

を
図

っ
て

い
る

。
・

適
工

法
の

検
討

も
含

め
て

今
後

と
も

コ
ス

ト
縮

減
に

努
め

て
い

く
。

対
応

方
針

継
続
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平成２８年度 事　業　名： 吉野川水系直轄砂防事業

河川計画課 担当課長名： 田窪 遼一

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

■その他の事由（費用効果分析が必要な特別な事由）

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

４．事業展開の変化
【事業期間の延長が１０％以内】
事業期間延長　0年　　　　　　前回事業期間　30年　　変化率　0%

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上
回っている。

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。
　　前回評価時の感度分析下位ケース　1.03≧基準値（1.0）

 前回実施　Ｈ２５年度　　Ｂ／Ｃ　＝　１．１

内的要因＜費用便益分析関係＞

１．費用便益分析マニュアルの変更がない 費用便益分析マニュアルに変更がない。

２．需要量等の変更がない
【需要量等の減少が１０％以内】
今回需要量等減少　50百万円　　　　前回需要量等　3,817百万円　　　変化率　1%（減少）

３．事業費の変化
【事業費の増加が１０％以内】
今回事業費増　1,923百万円　　　前回事業費　86,007百万円　　変化率　2%（増加）

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない
事業目的である「吉野川中・上流域からの土砂の異常流出を軽減し、下流河川の河床上昇を抑えるこ
とによる氾濫被害の軽減、直轄砂防事業区域内における土石流による人的被害、家屋や公共施設の
被害、田畑の埋没・流失などの被害軽減すること」に変更がない。

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない 想定氾濫区域内の人口や資産に大きな変化がない（人口、資産とも10%以内の微増）

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠


